
（指定定期検査機関の指定の審査基準） 

 

指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関及び特定計量証明認定機関の指

定等に関する省令 

（指定の基準） 

第二条 法第二十八条第一号の経済産業省令で定める器具、機械又は装置は、別表第一の

特定計量器の欄に掲げる特定計量器（質量計及び皮革面積計に限る。次項において同じ。）

ごとに同表の検査設備の欄に掲げるものであって、前条第四号ロの特定計量器の定期検査

を適確に遂行するに足りるものとする。 

２ 法第二十八条第二号の経済産業省令で定める条件に適合する知識経験を有する者及び

同号の経済産業省令で定める数は、別表第一の特定計量器の欄に掲げる特定計量器ごとに

それぞれ同表の定期検査又は計量証明検査を実施する者の欄に掲げるとおりとする。 

（指定定期検査機関の構成員） 

第二条の二 法第二十八条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、

次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 

一 一般社団法人 社員 

二 会社法（平成十七年法律第八十六号）第五百七十五条第一項の持分会社 社員 

三 会社法第二条第一号の株式会社 株主 

四 中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第三条の事業協同組合、事

業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第三

条第一項の農業協同組合 組合員 

五 中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農

業協同組合連合会 直接又は間接にこれらを構成する者 

六 その他の法人 当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類するもの 

（指定の基準） 

第二条の三 法第二十八条第四号の経済産業省令で定める基準は、定期検査の実施に係る

組織、定期検査の方法、手数料の算定の方法その他の定期検査の業務を遂行するための体

制が次の各号に適合するよう整備されていることとする。 

一 特定の者を不当に差別的に取り扱うものでないこと。 

二 定期検査を受ける者との取引関係その他の利害関係の影響を受けないこと。 

三 前各号に掲げるもののほか、定期検査の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないこと。 


